
期日 班 資料番号 

11/24 ２ １ 

平成３０年度 

香取市市民事業仕分け 

事業名 社会福祉協議会活動支援事業 

担当部課 福祉健康部社会福祉課 

香 取 市
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（ ）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 社会福祉総務一般事務費（社会福祉協議会活動事業補助金） 事業開始年度 平成18年度

上位施策事業名 地域福祉 担当局・部名 福祉健康部

【他の市補助金】
　ひとり親家庭事業（ひとり親家庭の親子が一緒に出かける機会を年2回提供する）

300千円 ／ 子育て支援課

根拠法令等 香取市社会福祉協議会活動事業補助金交付要綱 担当課･係名 社会福祉課・社会福祉班

事務区分 ■自治事務 □法定受託事務 作成責任者 絵鳩万里

実施の背景
地域福祉施策の一環として、社会福祉事業を行う公益性の高い社会福祉法人を財政面で支援し、法
人が安定的・継続的に事業を実施していけるようにすることで、市民に対する福祉サービスの質を確
保する。

担当正職員 0.1 人 710 千円

目　的
（何のために）

地域に密着した社会福祉活動の推進を図るため

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

社会福祉協議会と各種サービス提供に協力するボランティア等
の団体、その各種サービス等の利用者

対象者数（全住民に対する割合）

人

香取市社会福祉協議会の活動のうち、補助金交付要綱に定める事業に対して、予算の範囲内
で補助金を交付する。

（平成29年度）
法人が行う社会福祉事業のうち、
　法人運営事業（含 地区社協活動支援事業・ボランティア活動支援事業・相談事業など）
　高齢者クラブ連合会事務局業務
　高齢者クラブ4支部事務局業務
に対して補助した。

事業内容
（手段、手法など）

％

実施方法

□直接実施（直営）

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者： ）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：社会福祉協議会 実施主体： ）

□貸付（貸付先： ）□その他（ ）

事業内容

関連事業
（同一目的事業等）

0.1 人 710 千円 0.1

コ
ス
ト

30年度（予算） 29年度（決算） 28年度（決算） 27年度（決算）

事
業
費

事業費合計 31,700 千円 34,531 千円 34,130 千円 35,981 千円

事業費内訳
（平成29年度分）

・法人運営事業（法人全体の運営業務・地区社協活動支援事業・ボランティア活動支援事業・
相談事業・各種福祉サービス事業・再任用制度分）

27,847千円
・高齢者クラブ連合会事務局業務　2,717千円
・高齢者クラブ4支部事務局業務 　3,967千円

人
件
費

人 710 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円

0.1 人 710 千円

千円

総事業費 32,410 千円 35,241 千円 34,840 千円 36,691 千円

人件費合計 0.1 人 710 千円 0.1 人 710 千円

国県支出金
千円 千円 千円

0.1 人 710 千円 0.1 人 710

地方債 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 100

千円

国県支出金の内容

36,691 千円

財源

内訳

財源合計 32,410 千円 35,241 千円 34,840 千円

千円

その他特財の内容 ふるさと香取応援寄附金（地域福祉の推進）

一般財源 32,410 千円 35,241 千円 34,840 千円 36,591 千円

その他特財

事業番号 17 社会福祉協議会活動支援事業 平成30年度

ここから成果指標を導きます。
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 社会福祉総務一般事務費（社会福祉協議会活動事業補助金） 事業開始年度 平成18年度

事業番号 17 社会福祉協議会活動支援事業 平成30年度

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度

ボランティアグループ・団体活動数 団体 89 / 増加 88 / - 84 / -

ボランティアの活動人数（延べ） 人 17,230 / - 18,176 / - 18,212 / -

※ボランティア活動人数の今後の目標値
　2020年18,890人、2023年19,430人

/ / /

単位当たりコスト

ふれあい生きいきサロン参加者数（延べ） 人 3,816　/ -

/ / /

／ 千円

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

社会福祉協議会は地域福祉の中核的役割を担うことが求められており、香取市においても行
政と両輪をなすものである。民間の独立した法人として自主的に経営基盤の強化を図り、福
祉サービスの質の向上に努めてもらう必要はあるが、その公共性・公益性を踏まえると、会
費等の自主財源確保が厳しい社会福祉協議会に対して一定の公費補助は必要と考える。
事業内容については、行政や民間で行えない事業を社会福祉法人として担っている側面もあ
るため、収支のみで判断はできないが、効率よく業務展開するための工夫・見直しは常に必
要である。市としても指導監査等の機会を通じ、法人として事業経営の透明性と一定の経営
体力が確保されているかを確認また必要な助言指導をしていきたい。そして、複雑多様化す
る市民ニーズに対応した福祉サービスが提供できるよう、幅広い地域住民とのネットワーク
を持つ社会福祉協議会との連携を今後さらに強めていきたい。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

【平成29年度 各社会福祉協議会決算書より】
 （人口）   職員数　 社会福祉事業　  市補助金　  市受託金　 市補助金+受託金

※含非常勤 収益  依存率
銚子市　（ 61千人）  7人  41,844千円　　11,142千円　  9,000千円　 　48.1％
袖ヶ浦市（ 62千人）  56人　  144,466千円　　86,668千円　  9,408千円 　66.5％
八街市　（ 69千人） 　67人　  152,548千円　　24,925千円　　90,006千円 　75.3％
香取市  （ 75千人） 　63人　  147,159千円　　34,831千円　　56,248千円 　61.9％
君津市　（ 84千人） 　49人　  165,129千円　　75,904千円　　51,958千円 　77.4％
茂原市　（ 88千人）  110人　  361,413千円　　86,265千円　 151,123千円 　65.7％
成田市　（132千人） 　35人　  195,005千円　　90,115千円　　69,148千円 　 　81.7％

特記事項
・毎年度、法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認
・3ケ年に1回、指導監査（一般監査）により運営実態を確認（直近では平成30年10月に実施）

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

自治会等を通じて集められている市民からの会費は、社会福祉協議会に対する理解そして信
頼の結果と考え、一般会員（1世帯800円）の加入率を成果指標とした。
また、地域共生社会の実現を目指す中、地域での交流機会の不足という課題解決の一助とし
て社会福祉協議会や各地区社会福祉協議会が行っている「ふれあい生きいきサロン」の参加
者数を成果指標とした。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度

一般会員加入率 ％ 79.69 / - 80.45 / - 82.07 / -

3,361 / - ー

※サロン参加者数の今後の目標値
2023年4,000人

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。
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高齢者クラブ4支部事務局業務（人件費）

（ ）

（ ）

（ ）

総計

その他 助成金、負担金等

365,475 千円

千円 人件費 160,216

総計 361,699 千円 収支差 ▲ 3,776 千円

その他 事業収入、会費等 219,634 千円

77,112 千円

県からの財政支出金 千円 管理費 10,593 千円

その他（介護保険事業費） 50,986 千円

委託料・指定管理料 56,248 千円 117,554 千円

補助金 34,831 千円

36,576

団体全体の
収支状況

収入 支出

国からの財政支出金

出資比率

法人運営事業（人件費）

法人運営事業（助成金費用）

千円

千円

千円

市町村からの財政支出金 142,065

4,000

千円

千円 事業費

千円

千円

資本金
役
職
員

（単位：人）

■設立登記年月日　平成18年5月30日
　

■財源　①会費（一般会員：1世帯800円、賛助会員：1口1,000円、法人会員：1口2,000円）　 ②寄附金
             ③共同募金配分金　 ④補助金・受託金（香取市、千葉県社会福祉協議会）　 ⑤介護報酬　 ⑥利用料等収入
　

■事業内容
　　　　　【社会福祉事業】・地区社協活動支援事業　・ボランティア活動支援事業　・高齢者クラブ連合会事務局業務　等
　　　　　【公  益  事  業】・介護保険事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（　※別 紙　）

％

非常勤

役員 3

41

監事

職員 22

市出資金

34,531

総計

うち
（出向／OB）

うち
（出向／OB）

16

常勤
うち
（出向／OB）

千円

千円

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

34,531

3,967

千円

社会福祉法人　香取市社会福祉協議会

千円 45,710

千円 2,450

支出収入

千円

千円

委託料・指定管理料

総計

その他

千円

県からの財政支出金

市町村からの財政支出金 2,717

千円

千円

高齢者クラブ連合会事務局業務（人件費）

その他

34,531

財務諸表URL http://www.katorishakyo.jp/

特記事項

負債総額：51,822,453円　　　資本総額：332,016,351円
利益剰余金（もしくは欠損金）：19,181,902円

1

団体概要

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 社会福祉総務一般事務費（社会福祉協議会活動事業補助金） 事業開始年度 平成18年度

千円

国からの財政支出金

千円

団体名

団体への
支出根拠
（選定経過
等、支出先の
妥当性）

「香取市社会福祉協議会活動事業補助金交付要綱」　第２条＝補助金の交付対象となる事業
　（1）香取市社会福祉協議会法人運営事業
　（2）地区社会福祉協議会活動支援事業
　（3）ボランティア活動支援事業
　（4）福祉相談事業
　（5）そのほか、地域福祉を推進するために必要な事業

当該事業の
団体における
収支状況

千円

補助金

平成23事業番号 17 社会福祉協議会活動支援事業 平成30年度 記載に際しての基本事項
○本シートは、事業の委託・補助先の団体等と行政の関係の全
体像を把握することを目的としています。
○前年度の実績（または見込）に基づいて記載しますが、数値
が確認できない場合は、前々年度のもので構いません。

団体の収入・支出概要及び利益剰余金欄について
○「仕分け対象事業」だけでなく、団体の収入・支出総額とその
内訳を記載してください。
○支出概要で、「人件費」は、当該団体役職員の人件費です。
決算上、事業費と管理費に人件費が含まれている場合、それ
ぞれから人件費部分を差し引き、人件費欄にまとめて記載して
ください。
○この欄は、当該団体に公表義務がなく、かつ自治体がその
情報を公表することに支障があると判断される場合、記載不要

○支出の内訳は、設計ベース（見積もり等）を参考にご記載くだ
さい。その際、総計が必ずしも収入と一致しない（収入＜支出）
場合があると考えられますが、それでも問題ありません。
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ー
派
遣
）

 
  

 …
利
用
者
延
べ

1
,6

1
9
人

 
  
公

 費
 負

 担
 

〇
障
害
者
紙
お
む
つ
給
付
事
業

 
…
利
用
者
延
べ

2
3
7
人

 
  
市
か
ら
受
託

 

〇
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業

 

（
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
け
ぼ
の
園
・
第
２
あ
け
ぼ
の
園
指
定
管
理
）

 
 …

利
用
者

2
5
人

 
 市

か
ら
受
託

 

児
 童

 青
 少

 年
 福

 祉
 

◎
小
中
学
校
、
高
校
の
福
祉
教
育
へ
の
支
援
及
び
協
力

（
出
前
講
座
の
開
催
、
福
祉
教
育
用
具
の
貸
出
、
講
師
の
派
遣
等
）

◎
小
中
学
校
、
高
校
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
及
び
社
会
体
験
へ
の
協
力

◎
子
ど
も
の
遊
び
場
設
置
事
業

 …
2
3
箇
所

 

〇
交
通
遺
児
勉
学
奨
励
金
支
給
事
業

  
  
…
利
用
数

3
件

 
 県

社
協
事
業

 

〇
ひ
と
り
親
家
庭
事
業

 
 

 （
子
育
て
支
援
課
）

 市
 補

 助
 金

 

介
 護

 保
 険

 事
 業

 
《
公
益
事
業
》

 

〇
居
宅
介
護
支
援
事
業

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 …
利
用
者
延
べ

9
7
1
人

 

〇
訪
問
介
護
事
業
（
含

 介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
）

  
 …

利
用
者
延
べ

9
,6

9
9
人

 

〇
訪
問
入
浴
介
護
事
業

…
利
用
者
延
べ

7
7
5
人

 

〇
紙
お
む
つ
給
付
事
業

 
…
利
用
者
延
べ

1
6
,1

8
7
人

 
  
市
か
ら
受
託

 

〇
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業

…
利
用
者
延
べ

1
2
6
人

 
市
か
ら
受
託
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【以下、社会福祉課で市補助金に関わる支出（人件費部分）を抜粋】

1 3

人件費 160,215,889 92,034,091 41,373,672 0 0 2,642,137

職員給料 56,500,439 36,334,535 22,251,185 0 0 0

職員俸給 51,947,900 32,898,100 20,199,000

職員諸手当 4,552,539 3,436,435 2,052,185

職員賞与 17,491,229 10,443,272 6,496,145

非常勤職員給与 65,630,106 31,395,996 2,977,099 2,622,137

退職給付費用 4,797,497 4,797,497 4,797,497

法定福利費 15,796,618 9,062,791 4,851,746 20,000

36,576,175

4 5

人件費 0 100,000 90,000 180,000 0

職員給料 0 90,000 90,000 180,000 0

職員俸給 90,000 90,000 180,000

職員諸手当

職員賞与

非常勤職員給与

退職給付費用

法定福利費 10,000

【以下、社会福祉課で確認】

法人運営事業　人件費の内容
・本事業に携わる職員数

　常勤職員９人、非常勤職員３人

高齢者クラブ連合会事務局業務　人件費の内容
・本事業に携わる職員数

　非常勤職員１人（１日８時間、週５日勤務）

高齢者クラブ4支部事務局業務　人件費の内容
・本事業に携わる職員数

　非常勤職員４人（１日８時間から６時間、週４日から３日勤務）

平成２９年度

決　　　　算　　　　書

社会福祉法人
香取市社会福祉協議会

サ
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘定科目

大 中 小

共同募金配分事業

法人
運営
事業

795,000

36,000

平成29年度　拠点区分事業活動明細書（法人全体）

資金貸付事業

生活福祉資金
貸付事業

831,000

0

339,975

3,966,515

0

3,957,515

9,000

7

高齢者ｸﾗﾌﾞ支部
事務局業務

補助事業

高齢者ｸﾗﾌﾞ連合会
事務局業務

2,717,473

476,666

415,121

340,300

74,821

61,545

2,377,498

0

日常生活用具
貸出事業

ボランティア
活動普及事業

サ
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘定科目

大 中 小

2,717,473 3,966,515

社会福祉事業
小計

法人合計

一般配分
事業

歳末配分
事業

居宅生活
支援
事業 小口資金

貸付事業

42

資金貸付事業

老障資金
貸付事業

地域ぐるみ
福祉振興

基金運営事業

地域福祉サービス事業

6

福祉総合
相談事業
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香取市社会福祉協議会活動事業補助金交付要綱 

平成26年12月２日香取市告示第208号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、香取市社会福祉協議会が地域福祉活動の推進を図るた

めに実施する事業に対し、香取市社会福祉協議会活動事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、香取市補助金等交付規則（平成

18年香取市規則第49号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（補助事業及び補助対象経費） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する

事業とする。 

(１) 香取市社会福祉協議会法人運営事業 

(２) 地区社会福祉協議会活動支援事業 

(３) ボランティア活動支援事業 

(４) 福祉相談事業 

(５) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉を推進するために必要な事業  

２ 補助金の交付の対象となる経費は、前項に規定する補助事業に直接必要

な経費とする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。 

(１) 慶弔費等交際費にかかるもの 

(２) 親睦会経費等食糧費にかかるもの 

(３) 他の団体等へ行う迂回助成部分で、使途が明確に確認できないもの  

(４) 前各号に掲げるもののほか、公費負担が不適当なもの 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。 

（補助金の申請） 

第４条 規則第３条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、当

該年度の６月30日までに香取市社会福祉協議会活動事業補助金交付申請書

（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。 
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（交付の決定） 

第５条 市長は、補助金の交付を決定したときは、香取市社会福祉協議会活

動事業補助金交付決定通知書（別記第２号様式）により当該申請者に通知

するものとする。 

（実績報告） 

第６条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、

当該年度終了後速やかに香取市社会福祉協議会活動事業補助金実績報告書

（別記第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（交付額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、香取

市社会福祉協議会活動事業補助金交付額確定通知書（別記第４号様式）に

より補助事業者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第８条 規則第14条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、香

取市社会福祉協議会活動事業補助金交付請求書（別記第５号様式）を市長

に提出しなければならない。 

（交付の特例） 

第９条 規則第15条第２項の規定により補助金を概算払又は前金払により

交付を受けようとするときは、香取市社会福祉協議会活動事業補助金（概

算・前金）払請求書（別記第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

 

別 記 

第１号様式～第６号様式 略 
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